
「相続セミナー 税金編」      

・日時：平成 29 年 8月 23 日(水) 15：30～17：00  

・会場：パートナーズ PLAZA   ・会費：無料     

・講師：野澤 和也 （税理士、パートナーズプロジェクト税理士法人） 

                          家族を守るために、今すべき事とは・・・。 

※内容のご質問等については、TEL 0258-35-4444 担当 高野・永井 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ http://www.3d-m.jp/n_contents/stopform.html からお願いします。

・・・文章中のこのマーク   をダブルクリックして詳しい情報をどうぞ・・・ 

＜法 務＞ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワワンンポポイインントト  通通信信 
第３６９号 ２０１７年８月１日発行

E-mail pro@3d-m.jp  Web http://www.3d-m.jp/ 

TEL 0258-36-2685    FAX 0258-35-2820 
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http://www.3d-m.jp/n_contents/onepoint_2017.html
http://www.3d-m.jp/n_contents/kome.html
http://www.3d-m.jp/n_contents/q-a.html
http://www.3d-m.jp/n_contents/fmonepoint.html
労働基準監督官とは何か？→専門職の監督行政官　（１）労働基準監督署は、労働基準法及びその関係法規制の実効性を確保する為に設置されている専門的な行政機関です。　　（２）その労働基準監督署に、専門職の監督行政官として「労働基準監督官」がいます。労働基準監督官は、一人一人に特別の権限が付与されている。

その権限は→行政官に加えて、「労働に関する刑事」でもある（１）労基法上、行政官として臨検・書類提出要求・尋問の権限がある。臨検とは、強制的に会社に立ち入り調査する権限である。（２）更に、労働基準監督官は、司法警察官でもある。即ち、労基法に違反していることが判明すれば、逮捕、送検、捜索することができる。いわば、労基法違反に限定した「刑事」でもある。

労働基準監督官は、全国に３２４１名（平成２８年度）（１）一方、監督指導対象となる事業場数は全国で約４２８万事業場年間約１６万事業場を監督し、平成２７年の送検件数は９６６件である。（２）近時、長時間労働の是正が高まっており、労働基準監督官による調査が行われる機会が増加している。労働基準監督官の法的な権限について、知っておきたい。




